
 

 
 
 
 

 
 

 
 

令
 

 
和

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
 
條

 
市

 
議

 
会

 
第

 
五

 
回

 
臨

 
時

 
会

 
会

 
議

 
録

（
第

 
一

 
号

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
 

 
年
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令

和
四

年
十

一
月

十
四

日
（

月
曜

日
）
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─
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─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

議
 

事
 

日
 

程
（

第
 

一
 

号
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令

和
四

年
十

一
月

十
四

日
 

午
前

十
時

開
議

 

第
 

一
 

会
議

録
署

名
議

員
の

指
名

 

第
 

二
 

会
期

決
定

の
件

 

第
 

三
 

市
長

の
提

出
議

案
の

説
明

 

第
 

四
 

議
第

五
十

三
号

 
五

條
市

手
数

料
の

特
例

に
関

す
る

条
例

の
制

定
に

つ
い

て
 

第
 

五
 

議
第

五
十

四
号

 
五

條
市

子
ど

も
医

療
費

助
成

条
例

の
一

部
改

正
に

つ
い

て
 

第
 

六
 

議
第

五
十

五
号

 
令

和
四

年
度

五
條

市
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
七

号
）

議
定

に
つ

い
て

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
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─
─

─
─

─
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─
─

─
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─
─

─
─

─
─

─
─

─
─
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─
─
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─

─
─
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─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

本
日

の
会

議
に

付
し

た
事

件
 

 
議

事
日

程
の

と
お

り
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
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─
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─
─

─
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─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

出
席

議
員

（
十

一
名

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
番

 
 

 
斎

 
 

 
藤

 
 

 
有

 
 

 
紀

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
番

 
 

 
養

 
 

 
田

 
 

 
全

 
 

 
康

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
番

 
 

 
平

 
 

 
岡

 
 

 
清

 
 

 
司

 

－　1　－



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
番

 
 

 
吉

 
 

 
田

 
 

 
 

 
 

 
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
番

 
 

 
窪

 
 

 
 

 
 

 
佳

 
 

 
秀

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
番

 
 

 
岩

 
 

 
本

 
 

 
 

 
 

 
孝

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
番

 
 

 
福

 
 

 
塚

 
 

 
 

 
 

 
実

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
番

 
 

 
山

 
 

 
口

 
 

 
耕

 
 

 
司

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
番

 
 

 
吉

 
 

 
田

 
 

 
雅

 
 

 
範

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
十

一
番

 
 

 
藤

 
 

 
冨

 
 

 
美

 
恵

 
子

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
十

二
番

 
 

 
大

 
 

 
谷

 
 

 
龍

 
 

 
雄
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─
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─
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─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

欠
席

議
員

（
一

名
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
番

 
 

 
谷

 
 

 
 

 
 

 
勝

 
 

 
啓

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
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─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─
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─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

説
明

の
た

め
の

出
席

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
太

 
 

 
田

 
 

 
好

 
 

 
紀

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

副
市

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
人

 
 

 
見

 
 

 
達

 
 

 
哉

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
育

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
堀

 
 

 
内

 
 

 
伸

 
 

 
起

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
南

 
 

 
 

 
 

 
則

 
 

 
行

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

技
監

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
善

 
 

 
本

 
 

 
隆

 
 

 
典

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市

長
公

室
長

 
 

 
 

 
 

 
 

平
 

 
 

己
 

 
 

富
 

 
 

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務

部
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
櫻

 
 

 
本

 
 

 
茂

 
 

 
樹

 

危
機

管
理

監
 

 
 

 
 

 
 

 
中

 
 

 
本

 
 

 
賢

 
 

 
二

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
こ

や
か

市
民

部
長

 
 

 
 

 
田

 
 

 
中

 
 

 
久

 
 

 
美

 

－　2　－



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
ん

し
ん

福
祉

部
長

 
 

 
 

 
谷

 
 

 
口

 
 

 
久

 
 

 
美

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

産
業

環
境

部
長

 
 

 
 

 
 

 
久

 
 

 
保

 
 

 
雅

 
 

 
彦

 

都
市

整
備

部
長

 
 

 
 

 
 

 
石

 
 

 
田

 
 

 
茂

 
 

 
人

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
育

部
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
名

 
 

 
迫

 
 

 
雅

 
 

 
浩

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

西
吉

野
支

所
長

 
 

 
 

 
 

 
岡

 
 

 
 

 
 

 
民

 
 

 
長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
道

局
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
東

 
 

 
 

 
 

 
純

 
 

 
司

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
計

管
理

者
 

 
 

 
 

 
 

 
榮

 
 

 
林

 
 

 
淳

 
 

 
子

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務

部
次

長
・

財
政

課
長

事
務

取
扱

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
戸

 
 

 
野

 
 

 
 

 
 

 
哲
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─
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─

 
 

事
務

局
職

員
出

席
者

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
事

務
局

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

西
 

 
 

峯
 

 
 

久
 

 
 

美
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
事

務
局

次
長

 
 

 
 

 
 

 
 

小
 

 
 

田
 

 
 

光
 

 
 

章
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
事

務
局

次
長

補
佐

 
 

 
 

 
 

辰
 

 
 

巳
 

 
 

大
 

 
 

輔
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
事

務
局

総
務

係
長

 
 

 
 

 
 

神
 

 
 

農
 

 
 

典
 

 
 

子
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
速

記
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

柳
 

ヶ
 

瀬
 

 
 

五
 

 
 

美
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
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─
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─
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─
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─
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─
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─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
前

十
時

零
分

開
会

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
た

だ
い

ま
か

ら
、

令
和

四
年

五
條

市
議

会
第

五
回

臨
時

会
を

開
会

い
た

し
ま

す
。

 

谷
 

勝
啓

議
員

が
欠

席
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

 

本
日

、
令

和
四

年
五

條
市

議
会

第
五

回
臨

時
会

が
招

集
さ

れ
ま

し
た

と
こ

ろ
、

議
員

各
位

に
は

何
か

と
御

多
用

の
と

こ
ろ

御
参

集
を

賜
り

厚
く

御
礼

を
申

し
上

げ
ま

す
。

 

－　3　－



 

 
 

本
臨

時
会

に
は

、
令

和
四

年
度

五
條

市
一

般
会

計
補

正
予

算
案

を
は
じ

め
複

数
の

議
案

が
提

出
さ

れ
て

お
り

ま
す

の
で

、
議

員
各

位
に

は
ど
う

か
御
精
励

を
頂
き

ま

す
と

と
も

に
、
円
滑

な
る

議
会
運
営

に
格
段

の
御
協
力

を
お
願

い
申

し
上

げ
ま

し
て

、
開

会
の
挨
拶

と
さ
せ

て
い

た
だ
き

ま
す

。
 

こ
の
際

、
申

し
上

げ
ま

す
。

 

 
 

会
議

記
録
及
び

市
議

会
だ
よ

り
五

條
並
び

に
広
報

五
條

に
掲
載

の
た

め
、

各
会

議
の

日
程

中
、

事
務

局
に
写
真
撮
影

を
さ
せ

ま
す

の
で

御
了
承
願

い
ま

す
。

 

こ
の
際

、
申

し
上

げ
ま

す
。

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
対
策

の
た

め
、

速
記

者
の

席
を
演
壇

か
ら

正
面
向

っ
て
左
側

に
移
動

し
て

お
り

ま
す

の
で

、
御
了
承
願

い
ま

す
。

 

ま
た

、
議

員
各

位
の
質
疑
並
び

に
理

事
者
側

の
答
弁

の
際

は
マ
ス
ク

を
つ
け

た
ま

ま
御
発
言
頂
き

ま
す
よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。
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─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
た

だ
い

ま
の

出
席

議
員

数
は

定
足

数
に

達
し

て
お

り
ま

す
の
で

、
会

議
が

成
立

い
た

し
ま

す
。

 

な
お

、
演
壇

席
で

御
発
言
頂

く
場
合

は
マ
ス
ク

を
取

っ
て

い
た

だ
い

て
も
結
構
で
ご
ざ

い
ま

す
。

 

市
長

か
ら

議
会

招
集

の
御
挨
拶

が
あ

り
ま

す
。

太
田

市
長

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔

市
長

 
太

田
好

紀
登
壇
〕

 

○
市

長
（

太
田

好
紀

）
改

め
ま

し
て

、
お

は
よ
う
ご
ざ

い
ま

す
。

 

本
日

、
こ

こ
に

令
和

四
年

五
條

市
議

会
第

五
回

臨
時

会
を

招
集

い
た

し
ま

し
た

と
こ

ろ
、

議
員

各
位

の
御

出
席

を
賜

り
厚

く
お

礼
を

申
し

上
げ

ま
す

。
 

さ
て

、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

の
第

八
波

が
迫

る
中

、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ

の
警
戒

が
強

ま
っ

て
い

ま
す

。
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
策

が
功

を
奏

し
、

二
年
間
流

行
が

あ
り

ま
せ

ん
で

し
た

が
、

厚
生
労
働
省

な
ど

に
よ

る
と

九
月
以
降

七
つ

の
府
県

、
小

中
学
校

な

ど
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
感
染

に
伴
う
学
級
閉
鎖

が
あ

っ
た

と
報
告

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

と
合
わ
せ

て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
流

行
を
抑
え

る
た

め
、
マ
ス
ク

の
着

用
や

手
指
消
毒

、
密

を
避
け

る
行
動

に
加
え

、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ

の
予
防
接
種

を
受
け

る
な

ど
、
引
き
続
き
感
染

予
防
対
策

に
御

理
解

、
御
協
力

を
賜

り
ま

す
よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

 

さ
て

、
本

臨
時

会
に

お
き

ま
し

て
は

、
条

例
の

制
定

や
改

正
及
び

五
條

市
一

般
会

計
補

正
予

算
を

提
出

し
て

お
り

ま
す

の
で

、
よ

ろ
し

く
御
審

議
を

賜
り

ま
す
よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
、

開
会

に
当

た
っ

て
の

御
挨
拶

と
さ
せ

て
い

た
だ
き

ま
す

。
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─

 

－　4　－



 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
た

だ
い

ま
か

ら
本

日
の

会
議

を
開
き

ま
す

。
 

本
日

の
日

程
に

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
元

に
配
布
済
み

の
と

お
り
で

あ
り

ま
す

。
 

 
 
配
布
漏

れ
は
ご
ざ

い
ま
せ

ん
か

。
─

─
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
れ
よ

り
日

程
に
入

り
ま

す
。
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─

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
日

程
第

一
、

会
議

録
署

名
議

員
の

指
名

を
行

い
ま

す
。

 

 
会

議
録

署
名

議
員

は
会

議
規

則
第

八
十

八
条

の
規

定
に
よ

り
、

議
長

か
ら

指
名

い
た

し
ま

す
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
七

番
 
 
 

 
岩

 
 

 
本

 
 

 
 

 
 

 
孝

 
 

 
議

員
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
番

 
 
 

 
福

 
 

 
塚

 
 

 
 

 
 

 
実

 
 

 
議

員
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
番

 
 

 
吉

 
 

 
田

 
 

 
雅

 
 

 
範

 
 

 
議

員
 

以
上

、
三

名
の
方

に
お
願

い
い

た
し

ま
す

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
次

に
日

程
第

二
、

会
期

決
定

の
件

を
議
題

と
い

た
し

ま
す

。
 

 
 

お
諮

り
い

た
し

ま
す

。
本

臨
時

会
の

会
期

に
つ
き

ま
し

て
は

、
去

る
十

一
月

八
日

開
催

の
議

会
運
営
委

員
会

に
お
き

ま
し

て
御
協

議
を

賜
り

ま
し

た
結
果

、
先

に
御

通
知

申
し

上
げ

ま
し

た
と

お
り

本
日

一
日
間

と
い

た
し

た
い

と
思

い
ま

す
が

、
御
異

議
ご
ざ

い
ま
せ

ん
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔
「
異

議
な

し
」

の
声

あ
り
〕

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
御
異

議
な

し
と
認

め
ま

す
。
よ

っ
て

会
期

は
本

日
一

日
間

と
決

し
ま

し
た

。
 

 
な

お
、

会
期

中
の

会
議

予
定

に
つ
き

ま
し

て
は

、
各

位
に

御
通
知

申
し

上
げ

ま
し

た
と

お
り
で

あ
り

ま
す

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
次

に
日

程
第

三
、

市
長

の
提

出
議

案
の

説
明

を
求

め
ま

す
。

太
田

市
長

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔

市
長

 
太

田
好

紀
登
壇
〕

 

○
市

長
（

太
田

好
紀

）
そ

れ
で

は
本

臨
時

会
に

提
出

の
諸

議
案

に
つ

い
て

御
説

明
申

し
上

げ
ま

す
。
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ま
ず

、
議

第
五

十
三

号
 

五
條

市
手

数
料

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

制
定

に
つ
き

ま
し

て
は

、
個

人
番

号
カ
ー
ド

を
使

用
し

、
多

機
能
端
末

機
に
よ

り
交

付
申
請

す

る
証

明
書

の
手

数
料

に
つ

い
て

、
一

定
期
間
減
額

す
る

た
め

、
本

条
例

を
制

定
す

る
も

の
で

あ
り

ま
す

。
 

次
に

、
議

第
五

十
四

号
 

五
條

市
子

ど
も

医
療

費
助

成
条

例
の

一
部

改
正

に
つ
き

ま
し

て
は

、
子

ど
も

医
療

費
助

成
を
受
け

る
こ

と
が
で
き

る
者

の
対
象

年
齢

を
十

五
歳

か
ら

十
八
歳

に
拡

大
す

る
た

め
、

本
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
も

の
で

あ
り

ま
す

。
 

次
に

、
議

第
五

十
五

号
 

令
和

四
年

度
五

條
市

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

七
号

）
議

定
に

つ
き

ま
し

て
は

、
歳
入

・
歳

出
予

算
に
そ

れ
ぞ

れ
百

四
十
万

五
千
円

を
追

加
し

、
総
額
百

八
十

九
億

四
千

六
百

五
十

四
万

九
千
円

と
す

る
予

算
の

補
正
で
ご
ざ

い
ま

し
て

、
内
容

と
い

た
し

ま
し

て
は

、
子

育
て

支
援

と
し

て
子

ど
も

医
療

費
助

成
を
受
け

る
こ

と
が
で
き

る
者

の
対
象

年
齢

を
十

五
歳

か
ら

十
八
歳

に
拡

大
す

る
た

め
所
要

の
経

費
を
追
加

す
る

も
の
で
ご
ざ

い
ま

す
。

 

財
源

に
つ
き

ま
し

て
は

、
一

般
財
源

を
見
込
み

ま
し

て
、

補
正

予
算

を
編

成
し

て
お

り
ま

す
。

 

以
上

が
、

こ
の

た
び

提
出

い
た

し
ま

し
た
諸

議
案

の
概
要
で

あ
り

ま
す

。
 

議
員

各
位

に
は
よ

ろ
し

く
御
審

議
賜

り
ま

す
よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
市

長
の

提
出

議
案

の
説

明
が
終
わ

り
ま

し
た

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
次

に
日

程
第

四
、

議
第

五
十

三
号

を
議
題

と
い

た
し

ま
す

。
 

事
務

局
長

に
件

名
を
朗
読

さ
せ

ま
す

。
 
 

○
事

務
局

長
（

西
峯

久
美

）
議

第
五

十
三

号
 

五
條

市
手

数
料

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

制
定

に
つ

い
て

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
提

案
理
由

の
説

明
を
求

め
ま

す
。

田
中

す
こ

や
か

市
民

部
長

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔

す
こ

や
か

市
民

部
長

 
田

中
久

美
登
壇
〕

 

○
す

こ
や

か
市

民
部

長
（

田
中

久
美

）
失

礼
い

た
し

ま
す

。
 

 
 

た
だ

い
ま

上
程
頂
き

ま
し

た
議

第
五

十
三

号
、

五
條

市
手

数
料

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

制
定

に
つ
き

ま
し

て
、

提
案

理
由

の
御

説
明

を
申

し
上

げ
ま

す
。

 

 
 
恐

れ
入

り
ま

す
が

、
議

案
書

一
ペ
ー
ジ

を
御
覧
頂
き

た
い

と
存
じ

ま
す

。
 

 
 

本
案

は
、
地
方
自
治
法

第
二
百

二
十

七
条

の
規

定
に
基
づ

く
手

数
料

を
、

一
定

期
間
減
額

す
る

た
め

、
新

た
に

条
例

を
制

定
す

る
も

の
で

、
地
方
自
治
法

第
九

十
六
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条
第

一
項

の
規

定
に
よ

り
議

会
の

議
決

を
求

め
る

も
の
で
ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
 
そ

れ
で

は
、

制
定

の
内
容

に
つ

い
て

、
御

説
明

を
申

し
上

げ
ま

す
。

 

 
 
恐

れ
入

り
ま

す
が

、
議

案
書

二
ペ
ー
ジ

を
御
覧
頂
き

た
い

と
存
じ

ま
す

。
 

国
に

お
き

ま
し

て
、
地
方
創
生

臨
時
交

付
金

を
活

用
し

た
多

機
能
端
末

機
、
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
で
証

明
書

を
交

付
す

る
際

の
手

数
料
減
額

が
認

め
ら

れ
た

こ

と
を
受
け

ま
し

て
、

本
市

に
お
き

ま
し

て
も

、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
取
得
促
進
及
び
生
活

者
支
援

の
観
点

か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
利

用
し

多
機
能
端
末

機

で
住

民
票

の
写

し
、
印
鑑
証

明
書

、
戸
籍

の
附
票

の
写

し
、
住

民
票

記
載

事
項
証

明
書

、
課
税

・
非

課
税
証

明
書

を
交

付
す

る
際

の
手

数
料

を
、

三
百
円

か
ら
百

五
十

円
に

、
戸
籍
謄
抄

本
を

四
百

五
十
円

か
ら

二
百

五
十
円

に
減
額

、
ま

た
有
効

期
間

を
十

五
か

月
間

と
す

る
た

め
の

条
例

を
制

定
す

る
も

の
で
ご
ざ

い
ま

す
。

 

附
則

に
つ
き

ま
し

て
は

、
第

一
項
で
施

行
期

日
を

、
第

二
項
で
失
効

に
つ

い
て

定
め

て
お

り
ま

す
。

 

 
 
以

上
で

、
提

案
理
由

の
説

明
を
終
わ

ら
せ

て
い

た
だ
き

ま
す

。
よ

ろ
し

く
御
審

議
の

上
、

御
議

決
賜

り
ま

す
よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
提

案
理
由

の
説

明
が
終
わ

り
ま

し
た

。
 
 

こ
れ
よ

り
質
疑

に
入

り
ま

す
。

─
─

。
 

質
疑

を
終
わ

り
ま

す
。

 

お
諮

り
い

た
し

ま
す

。
本

案
に

つ
き

ま
し

て
は
討
論
並
び

に
委

員
会

付
託

を
省
略

い
た

し
た

い
と
思

い
ま

す
が

、
御
異

議
ご
ざ

い
ま
せ

ん
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔
「
異

議
な

し
」

の
声

あ
り
〕

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
御
異

議
な

し
と
認

め
ま

す
。
よ

っ
て

本
案

は
討
論
並
び

に
委

員
会

付
託

を
省
略

す
る

こ
と

に
決

し
ま

し
た

。
 

こ
れ
よ

り
本

案
を
採

決
い

た
し

ま
す

。
 

 
 

お
諮

り
い

た
し

ま
す

。
本

案
は
原

案
の

と
お

り
可

決
す

る
こ

と
に

御
異

議
ご
ざ

い
ま
せ

ん
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔
「
異

議
な

し
」

の
声

あ
り
〕

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
御
異

議
な

し
と
認

め
ま

す
。
よ

っ
て

本
案

は
原

案
の

と
お

り
可

決
さ

れ
ま

し
た

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
次

に
日

程
第

五
、

議
第

五
十

四
号

を
議
題

と
い

た
し

ま
す

。
 

事
務

局
長

に
件

名
を
朗
読

さ
せ

ま
す

。
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○
事

務
局

長
（

西
峯

久
美

）
議

第
五

十
四

号
 

五
條

市
子

ど
も

医
療

費
助

成
条

例
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
提

案
理
由

の
説

明
を
求

め
ま

す
。

田
中

す
こ

や
か

市
民

部
長

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔

す
こ

や
か

市
民

部
長

 
田

中
久

美
登
壇
〕

 

○
す

こ
や

か
市

民
部

長
（

田
中

久
美

）
た

だ
い

ま
上

程
頂
き

ま
し

た
議

第
五

十
四

号
、

五
條

市
子

ど
も

医
療

費
助

成
条

例
の

一
部

改
正

に
つ
き

ま
し

て
、

提
案

理
由

の
御

説
明

を
申

し
上

げ
ま

す
。

 

恐
れ
入

り
ま

す
が

、
議

案
書

三
ペ
ー
ジ

を
御
覧
頂
き

た
い

と
存
じ

ま
す

。
 

本
案

は
、

本
市

の
子

ど
も

医
療

費
助

成
を
受
け

る
こ

と
が
で
き

る
者

の
対
象

年
齢

の
上
限

を
十

五
歳

か
ら

十
八
歳

に
拡

大
す

る
た

め
に

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

も

の
で

、
地
方
自
治
法

第
九

十
六

条
第

一
項

の
規

定
に
よ

り
、

議
会

の
議

決
を
求

め
る

も
の
で
ご
ざ

い
ま

す
。

 

そ
れ
で

は
、

改
正

の
内
容

に
つ
き

ま
し

て
、

御
説

明
申

し
上

げ
ま

す
。

 

恐
れ
入

り
ま

す
が

、
議

案
書

四
ペ
ー
ジ

を
御
覧
頂
き

た
い

と
存
じ

ま
す

。
 

ま
ず

、
子

ど
も

医
療

費
の

助
成
対
象

と
な

る
子
供

の
年
齢

を
拡

大
す

る
た

め
、

第
一

条
の

二
第

一
項

中
「

十
五
歳
」

を
「

十
八
歳
」

に
改

め
、
同

条
第

二
項

中
、

条

例
中
必
要

の
な

い
就
学
児

に
つ

い
て

の
定
義

を
削

る
こ

と
と

い
た

し
ま

す
。

 

次
に

、
対
象

年
齢

が
拡

大
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

子
供

に
社

会
保
険

各
法

に
よ

る
被

保
険

者
も
加
わ

る
こ

と
か

ら
、

第
二

条
に
そ

の
被

保
険

者
を
加
え

る
改

正
を

行

う
も

の
で

す
。

 

附
則

に
つ
き

ま
し

て
は

、
第

一
項
で
施

行
期

日
を

、
第

二
項
及
び

第
三
項
で
準

備
行
為

に
つ

い
て

定
め

て
お

り
ま

す
。

 

以
上
で

、
提

案
理
由

の
説

明
を
終
わ

ら
せ

て
い

た
だ
き

ま
す

。
よ

ろ
し

く
御
審

議
の

上
、

御
議

決
賜

り
ま

す
よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
提

案
理
由

の
説

明
が
終
わ

り
ま

し
た

。
 
 

こ
れ
よ

り
質
疑

に
入

り
ま

す
。

（
「

三
番
」

の
声

あ
り

）
三

番
養

田
全

康
議

員
。

 

〇
三

番
（

養
田

全
康

）
医

療
費

の
助

成
と

い
う

の
は

、
多

く
の

子
育

て
を

さ
れ

て
い

る
市

民
の
皆

さ
ん

が
本
当

に
待
ち
望

ん
で

い
る

こ
と
で

は
な

い
の

か
な

と
感
じ

る
と

こ
ろ
で

は
あ

り
ま

す
け

れ
ど

も
、

ま
ず

十
五
歳

ま
で

、
今
現

行
で

予
算
措
置

が
幾

ら
さ

れ
て

お
る

の
か

。
 

ま
た

、
こ

れ
を

十
八
歳

に
拡
充

す
る

こ
と
で

、
幾

ら
の
増
加

が
見
込

ま
れ

る
の

か
と

、
今
現
状

の
歳
入

の
中
で

、
通
院

一
レ
セ
プ
ト

五
百
円

と
入
院

一
レ
セ
プ
ト

一
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千
円

と
い
う

、
こ

の
歳
入

は
幾

ら
ぐ

ら
い
入

っ
て

お
る

の
か

、
こ

の
辺
ち
ょ

っ
と
答
弁
頂
け

ま
す

か
。

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
田

中
す

こ
や

か
市

民
部

長
。

 

○
す

こ
や

か
市

民
部

長
（

田
中

久
美

）
養

田
議

員
の

御
質
問

に
お
答
え

申
し

上
げ

ま
す

。
 

十
五
歳

ま
で

の
予

算
措
置

と
い

た
し

ま
し

て
は

、
現
状
で

、
小

中
学
生
で
償
還
払

い
と

い
う
形
で

し
て

お
り

ま
す

の
で

、
そ

れ
ぞ

れ
の

御
家
庭

に
つ
き

ま
し

て
は

、

通
院

に
関

し
て

一
レ
セ
プ
ト

五
百
円

、
入
院

に
関

し
ま

し
て

は
一
千
円

と
い
う
形
で

し
て

お
り

ま
す

。
そ

れ
を
そ

れ
ぞ

れ
の

御
家
庭

に
お

支
払

い
し

て
い

る
と

い
う
状

況
で
ご
ざ

い
ま

す
。

 

今
回

の
件

に
つ
き

ま
し

て
、
幾

ら
増
え

る
の

か
に

つ
き

ま
し

て
は

十
五

か
月
で
…
…

、
高
校
生

の
医

療
費

を
助

成
す

る
こ

と
に

つ
き

ま
し

て
拡

大
す

る
部

分
に

つ
い

て
は

八
百

九
十
万
円

と
見
込

ん
で

お
り

ま
す

。
 

も
う

一
点

の
五
百
円

と
一
千
円

、
通
院

に
関

し
て

五
百
円

、
入
院

に
関

し
て

一
千
円

に
つ
き

ま
し

て
、
現
在
歳
入

が
ど

れ
ぐ

ら
い

あ
る

か
に

つ
き

ま
し

て
は

、
申

し

訳
ご
ざ

い
ま
せ

ん
、

本
日
資

料
を
持
ち
合
わ
せ

て
お

り
ま
せ

ん
。

 

以
上

、
答
弁

と
さ
せ

て
い

た
だ
き

ま
す

。
（
「

三
番
」

の
声

あ
り

）
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
三

番
養

田
全

康
議

員
。

 

〇
三

番
（

養
田

全
康

）
私

が
聞
き

た
か

っ
た

の
は

、
現
状

の
予

算
、

十
五
歳

ま
で

の
予

算
は
毎

年
幾

ら
ぐ

ら
い

か
か

っ
て

お
る

の
か

と
、
そ

れ
に
対

し
て

十
八
歳

に
な

っ

た
ら
毎

年
八
百

九
十
万

が
足

さ
れ

る
と

い
う
よ
う

な
内
容

と
思

っ
て

い
る

の
で

す
け

れ
ど

も
、
そ

こ
の

予
算

の
と

こ
ろ

が
大

事
な

の
で

お
願

い
し

ま
す

。
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
田

中
す

こ
や

か
市

民
部

長
。

 

○
す

こ
や

か
市

民
部

長
（

田
中

久
美

）
お
答
え

申
し

上
げ

ま
す

。
 

申
し
訳
ご
ざ

い
ま
せ

ん
、
今

年
度

の
予

算
に

関
し

て
と

い
う
資

料
は

本
日
持
ち
合
わ
せ

て
お

り
ま
せ

ん
。

 

た
だ
今

回
の

こ
と
で

、
そ

れ
ぞ

れ
年
々

ど
れ
ぐ

ら
い

か
か

っ
て

い
る

の
か

、
来

年
以
降

ど
れ
ぐ

ら
い

か
か

る
の

か
に

つ
い

て
は
試

算
を

し
て

お
り

ま
し

て
、
未
就
学

児
の

分
で

一
千

六
百

二
十
万
円

、
小
学
生
で

一
千

四
百

六
十
万
円

、
中
学
生
で

七
百

七
十
万
円

を
見
込

ん
で

お
り

ま
す

。
 

以
上

、
答
弁

と
さ
せ

て
い

た
だ
き

ま
す

。
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
部

長
、
そ
う

い
う

こ
と
で

は
な

く
、

十
八
歳

に
な

る
に
至

っ
て

ど
れ
ぐ

ら
い

予
算

が
、
今
後

見
込

ま
れ

る
か

と
い
う
質
問
で

す
や

ろ
。

南
理

事
。

 

○
理

事
（

南
 

則
行

）
養

田
議

員
の

御
質
問

に
お
答
え

申
し

上
げ

ま
す

。
 

－　9　－



 

令
和

三
年

度
の

決
算
額
ベ
ー
ス
で
ご
ざ

い
ま

す
。

申
し
訳
ご
ざ

い
ま
せ

ん
。
ゼ
ロ
歳

か
ら

十
五
歳

ま
で

に
か

か
る
扶

助
費

と
い

た
し

ま
し

て
、

三
千

四
百

四
十

五
万

円
で
ご
ざ

い
ま

す
。
そ

れ
が
拡

大
後

と
い
う

こ
と
で

、
ゼ
ロ
歳

か
ら

十
八
歳

ま
で

に
な

り
ま

す
と

、
そ

れ
の

見
込
み

が
約

四
千

七
百

四
十
万
円

に
な

る
見
込
み
で
ご
ざ

い
ま

す
。

 

以
上
で
ご
ざ

い
ま

す
。

（
「

三
番
」

の
声

あ
り

）
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
三

番
養

田
全

康
議

員
。

 

〇
三

番
（

養
田

全
康

）
は

い
、

分
り

ま
し

た
。

あ
り

が
と
う
ご
ざ

い
ま

す
。

 

約
五
千
万
円

程
度

の
お
金

は
か

か
っ

て
く

る
だ

ろ
う

と
い
う

見
込
み
で

す
ね

。
こ

の
中
で
僕
ち
ょ

っ
と
気

に
な

る
の

は
、

前
回
資

料
を
頂

い
た

中
で

、
例
え
ば
国
庫

の
減
額
措
置

が
あ

っ
た

り
と

か
、
自
賄

い
、
現
物
給

付
で

す
か

、
現
物
給

付
に

し
た
場
合

、
国
庫

の
減
額
措
置

が
ど

れ
ぐ

ら
い

取
ら

れ
る

の
か

と
、

あ
と

は
保
険

者
等

の
負
担
増

が
懸
念

さ
れ

る
と

あ
る

の
で

す
け

れ
ど

も
、

一
つ

分
か

ら
な

い
の

が
、

保
険

者
等

の
負
担

が
懸
念

さ
れ

る
と

い
う

、
こ

れ
は

ど
う

い
う

こ
と

に
な

る
の

か
と

、

現
物
給

付
し

た
場
合

の
国
庫

の
減
額

、
こ

れ
は
幾

ら
ぐ

ら
い

見
込

ま
れ

る
の

か
、

こ
の
辺
ち
ょ

っ
と
答
弁
頂
き

た
い

と
思

い
ま

す
。

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
田

中
す

こ
や

か
市

民
部

長
。

 

○
す

こ
や

か
市

民
部

長
（

田
中

久
美

）
御
答
弁

申
し

上
げ

ま
す

。
 

保
険

者
の
負
担

の
増

が
見
込

ま
れ

る
と

い
う
点

に
つ
き

ま
し

て
は

、
実
際

に
か

か
る

医
療

費
が
減

り
ま

す
の
で

、
そ

れ
に
よ

っ
て
安
易

に
受
診

を
す

る
こ

と
が
増
え

る
の
で

は
な

い
か

と
い
う

こ
と

に
つ
き

ま
し

て
は

全
国
で

も
言
わ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
が
ご
ざ

い
ま

す
。

 

も
う

一
点

、
高
校
生
世
代

に
つ
き

ま
し

て
現
物
化

し
ま

す
と

、
国

の
方

の
ペ
ナ
ル
テ
ィ

が
ど

れ
く

ら
い

に
な

る
か

と
い
う
点

に
つ
き

ま
し

て
は

、
正
確

な
計

算
は
で

き
て

お
り

ま
せ

ん
が

、
県

の
令

和
六

年
度

医
療

費
推

計
な

ど
に
基
づ

く
子

ど
も

医
療

費
助

成
に

お
け

る
現
物
給

付
拡

大
の
影
響
試

算
に
よ

り
ま

す
と

、
本

市
の
高
校
生

で
最

大
百
万

程
度

と
考
え

て
お

り
ま

す
。

 

以
上

、
答
弁

と
さ
せ

て
い

た
だ
き

ま
す

。
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
質
疑

を
終
わ

り
ま

す
。

 

お
諮

り
い

た
し

ま
す

。
本

案
に

つ
き

ま
し

て
は
討
論
並
び

に
委

員
会

付
託

を
省
略

い
た

し
た

い
と
思

い
ま

す
が

、
御
異

議
ご
ざ

い
ま
せ

ん
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔
「
異

議
な

し
」

の
声

あ
り
〕

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
御
異

議
な

し
と
認

め
ま

す
。
よ

っ
て

本
案

は
討
論
並
び

に
委

員
会

付
託

を
省
略

す
る

こ
と

に
決

し
ま

し
た

。
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こ
れ
よ

り
本

案
を
採

決
い

た
し

ま
す

。
 

 
 

お
諮

り
い

た
し

ま
す

。
本

案
は
原

案
の

と
お

り
可

決
す

る
こ

と
に

御
異

議
ご
ざ

い
ま
せ

ん
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔
「
異

議
な

し
」

の
声

あ
り
〕

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
御
異

議
な

し
と
認

め
ま

す
。
よ

っ
て

本
案

は
原

案
の

と
お

り
可

決
さ

れ
ま

し
た

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
次

に
日

程
第

六
、

議
第

五
十

五
号

を
議
題

と
い

た
し

ま
す

。
 

事
務

局
長

に
件

名
を
朗
読

さ
せ

ま
す

。
 
 

○
事

務
局

長
（

西
峯

久
美

）
議

第
五

十
五

号
 

令
和

四
年

度
五

條
市

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

七
号

）
議

定
に

つ
い

て
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
提

案
理
由

の
説

明
を
求

め
ま

す
。

櫻
本

総
務

部
長

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔

総
務

部
長

 
櫻

本
茂

樹
登
壇
〕

 

○
総

務
部

長
（

櫻
本

茂
樹

）
失

礼
い

た
し

ま
す

。
 

た
だ

い
ま

上
程

さ
れ

ま
し

た
議

第
五

十
五

号
、

令
和

四
年

度
五

條
市

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

七
号

）
議

定
に

つ
き

ま
し

て
、

提
案

理
由

を
御

説
明

申
し

上
げ

ま
す

。
 

恐
れ
入

り
ま

す
が

、
別
冊

の
令

和
四

年
度

五
條

市
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
七

号
）

の
一
ペ
ー
ジ

を
御
覧
頂
き

た
い

と
存
じ

ま
す

。
 

こ
の

た
び

の
補

正
で
ご
ざ

い
ま

す
が

、
歳
入
歳

出
予

算
の

補
正
で
ご
ざ

い
ま

し
て

、
歳
入
歳

出
予

算
の

総
額

に
そ

れ
ぞ

れ
百

四
十
万

五
千
円

を
追
加

し
、

総
額
百

八

十
九
億

四
千

六
百

五
十

四
万

九
千
円

と
す

る
も

の
で
ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
そ

れ
で

は
、

ま
ず
歳

出
予

算
の

補
正

を
御

説
明

申
し

上
げ

ま
す

。
 

四
ペ
ー
ジ

の
下
段

、
歳

出
の
項

を
御
覧
頂
き

た
い

と
存
じ

ま
す

。
 

 
三
款

民
生

費
、

二
項
児
童

福
祉

費
、

一
目

子
ど

も
福

祉
医

療
費

の
百

四
十
万

五
千
円
で
ご
ざ

い
ま

す
が

、
子

ど
も

医
療

費
助

成
対
象

年
齢

を
「
ゼ
ロ
歳

か
ら

十
五
歳
」

 
を
「
ゼ
ロ
歳

か
ら

十
八
歳
」

ま
で
拡

大
す

る
た

め
の
シ
ス
テ
ム

改
修

に
つ

い
て

、
所
要

の
経

費
を

計
上

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
 

な
お

、
当
該
経

費
の

全
額

を
一

般
財
源

と
し

て
見
込

ん
で

お
り

ま
す

。
 

歳
出

は
、
以

上
で
ご
ざ

い
ま

す
。
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続
き

ま
し

て
、
歳
入

予
算

の
補

正
に

つ
い

て
御

説
明

申
し

上
げ

ま
す

。
 

三
ペ
ー
ジ

の
歳
入
歳

出
補

正
予

算
事
項
別

明
細
書

の
上
段

、
歳
入

の
項

を
御
覧
頂
き

た
い

と
存
じ

ま
す

。
 

歳
入

予
算

に
つ
き

ま
し

て
は

、
十

一
款
地
方
交

付
税

に
お

い
て

、
百

四
十
万

五
千
円

を
追
加

い
た

し
ま

し
て

、
歳

出
と

の
均
衡

を
図

っ
た

次
第
で
ご
ざ

い
ま

す
。

 

以
上
で

、
説

明
を
終
わ

ら
せ

て
い

た
だ
き

ま
す

。
よ

ろ
し

く
御
審

議
の

上
、

御
議

決
賜

り
ま

す
よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
提

案
理
由

の
説

明
が
終
わ

り
ま

し
た

。
 
 

こ
れ
よ

り
質
疑

に
入

り
ま

す
。

─
─

。
 

質
疑

を
終
わ

り
ま

す
。

 

お
諮

り
い

た
し

ま
す

。
本

案
に

つ
き

ま
し

て
は
討
論
並
び

に
委

員
会

付
託

を
省
略

い
た

し
た

い
と
思

い
ま

す
が

、
御
異

議
ご
ざ

い
ま
せ

ん
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔
「
異

議
な

し
」

の
声

あ
り
〕

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
御
異

議
な

し
と
認

め
ま

す
。
よ

っ
て

本
案

は
討
論
並
び

に
委

員
会

付
託

を
省
略

す
る

こ
と

に
決

し
ま

し
た

。
 

こ
れ
よ

り
本

案
を
採

決
い

た
し

ま
す

。
 

 
 

お
諮

り
い

た
し

ま
す

。
本

案
は
原

案
の

と
お

り
可

決
す

る
こ

と
に

御
異

議
ご
ざ

い
ま
せ

ん
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
〔
「
異

議
な

し
」

の
声

あ
り
〕

 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
御
異

議
な

し
と
認

め
ま

す
。
よ

っ
て

本
案

は
原

案
の

と
お

り
可

決
さ

れ
ま

し
た

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

 
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
以

上
を

も
ち

ま
し

て
、

本
日

の
日

程
は

全
部
終
了

い
た

し
ま

し
た

。
 

閉
会

に
当

た
り

、
一
言

御
挨
拶

を
申

し
上

げ
ま

す
。

 

議
員

各
位

に
は
終
始

御
熱
心

に
御
精
励

を
賜

り
厚

く
御

礼
を

申
し

上
げ

ま
す

。
 

市
長

は
じ

め
理

事
者
側

各
位

に
は

市
政
発
展

の
た

め
、

事
務

事
業

の
執

行
に

ま
す

ま
す

御
精
励

を
賜

り
ま

す
よ
う

お
願

い
を

申
し

上
げ

ま
し

て
、
閉

会
の
挨
拶

と
い

た
し

ま
す

。
 

あ
り

が
と
う
ご
ざ

い
ま

し
た

。
 

市
長

か
ら

御
挨
拶

が
あ

り
ま

す
。

太
田

市
長

。
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〔

市
長

 
太

田
好

紀
登
壇
〕

 

○
市

長
（

太
田

好
紀

）
令

和
四

年
五

條
市

議
会

第
五

回
臨

時
会

の
閉

会
に
当

た
り

、
一
言

御
挨
拶

を
申

し
上

げ
ま

す
。

 

 
議

員
各

位
に

は
、
慎
重
審

議
の

上
、
原

案
の

と
お

り
御

議
決
頂
き
誠

に
あ

り
が

と
う
ご
ざ

い
ま

し
た

。
 

議
員

各
位

に
は

、
時
節
柄

一
層

御
自
愛
頂
き

、
市

民
の

福
祉
向

上
の

た
め

、
議

員
活
動

に
御
精
励

を
頂
き

ま
す
よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
、
閉

会
に
当

た
っ

て
の

御
挨

拶
と

さ
せ

て
い

た
だ
き

ま
す

。
 

あ
り

が
と
う
ご
ざ

い
ま

し
た

。
 

○
議

長
（

山
口

耕
司

）
こ

れ
を

も
ち

ま
し

て
、

令
和

四
年

五
條

市
議

会
第

五
回

臨
時

会
を
閉

会
い

た
し

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
前

十
時

二
十

四
分
閉

会
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

本
会

議
録

の
正
当

な
る

こ
と

を
証

明
す

る
た

め
に

こ
こ

に
署

名
す

る
。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
議

 
会

 
議

 
長

 
 

山
 

 
口

 
 

耕
 

 
司

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
署

 
名

 
議

 
員

 
 

岩
 

 
本

 
 

 
 

 
孝

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
署

 
名

 
議

 
員

 
 

福
 

 
塚

 
 

 
 

 
実

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
署

 
名

 
議

 
員

 
 

吉
 

 
田

 
 

雅
 

 
範
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